
保育料の算出方法について（中央区納税通知書の様式の場合）

１　住民税のお支払いが給与特別徴収のみの方（会社員等で、給与から住民税を引かれている方）

（１）該当年度の「特別区民税・都民税　特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）」をご覧ください。

この通知は、特別徴収義務者（勤務先等）より、当該年度の５月末までに渡されることとなっています。

（２）保育料は区市町村民税の所得割額から算出します。ただし、人的控除差調整控除以外の税額控除は適用しない場合の金額とな

ります。以下の通り算出します。

（３）（２）で算出した区民税所得割を保護者分で合算し、月額保育料・月極延長保育料一覧表にあてはめます。

保育料の算定の基礎となる

区民税所得割額
　＝　A（所得割額⑥） ＋

（人的控除差調整控除以外の

特別区民税税額控除）
B

A

B 人的控除差調整控除以外の税額控除（例．ふるさと納税や住宅ローンによ

る控除）は、こちらの摘要欄へ、特別区民税分と都民税分に分けて表示さ

れます。



２　住民税のお支払いに普通徴収分がある方（自営業や収入が複数ある方等で、口座振替や納付書で住民税を納めている方）

※給与特別徴収と普通徴収の両方の方法で納付している場合を含みます。

（１）該当年度の「特別区民税・都民税納税通知書」をご覧ください。

この通知は、課税自治体より、当該年度の６月中旬までに送付されることとなっています。

（２）保育料は区市町村民税の所得割額から算出します。ただし、人的控除差調整控除以外の税額控除は適用しない場合の金額とな

ります。以下の通り算出します。

（３）（２）で算出した区民税所得割を保護者分で合算し、月額保育料・月極延長保育料一覧表にあてはめます。

（人的控除差調整控除以外の

特別区民税税額控除）

保育料の算定の基礎となる

区民税所得割額
　＝　 ＋所得割額

「税額明細」と「特別区民税所得割額」の列を参照し、特別区民税の所得

割額と人的控除差調整控除以外の税額控除の額を合計します。


